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板橋区かわまちづくりにおける 

公民連携に関するサウンディング型市場調査 実施要領 

 
令和６年12月23日 

板橋区かわまちづくり担当部かわまちづくり計画担当課 

 

板橋区では、荒川に関係する施策として「災害に強い首都『東京』形成ビジョン」において、モ

デル地区に指定された舟渡・新河岸地区の避難場所確保等に関する検討に取り組むほか、誰もが親

しめるスポーツ環境の整備等に取り組んでいます。水害時における地域防災力の向上や河川敷の利

活用による健康増進策に関する「かわまちづくり計画」を申請し、その必要性、実現可能性が高い

と判断され、令和３年８月20日、かわまちづくり支援制度に登録されました。 

板橋区のかわまちづくりは防災の視点が特徴であり、舟渡・新河岸地区の水害対策を目的とした

整備を行うこと等、取組の概要をまとめて、板橋区かわまちづくり基本構想「ITTA KAWAMACHI 

PROJECT」（以下「基本構想」※）を令和６年１月に発表しました。 

荒川河川敷で板橋区らしい取組を実施することにより、区民に愛され、安心感や一体感を持つこ

とが「誇り」となるとともに、多くの区民をはじめ人びとが集い、「にぎわい創出」につながる水

辺空間の形成をめざします。 

 

基本構想を踏まえ、にぎわい創出を具体化していくために、水辺空間の質やサービスの向上、付

加価値の創出、効果的な公民連携の手法や仕組みの導入検討を行うことが必要です。従来の官主導

の施設管理ではなく、民間活力導入により、荒川河川敷のにぎわい創出による水辺空間の魅力向上

を目的に、民間事業者による施設整備及び維持管理運営をめざしています。 

そのため、事業手法の検討を進める前に、民間事業者の視点から自由かつ実現可能なアイデアや

ノウハウをご提案いただき、市場性の確認をするとともに、事業内容及び事業者募集に係る条件設

定を検討する際の参考とするため、サウンディング型市場調査（以下「本サウンディング」）を実

施します。 

なお、本サウンディングの結果は令和7年度に策定予定の「板橋区かわまちづくり基本計画」の内

容及び「事業者公募」の内容として参考にさせていただきます。 

 

 

※別紙１「基本構想」を参照 

【URL】https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/1052744/1050324.html 
  

１ 事業概要 

２ 調査目的 
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（１）対象区域の概要 

 

（２）対象区域イメージ 

 
 

法人、その他の団体（以下「参加事業者」）の方であれば、どなたでも提案可能です。ただし、

次のいずれかに該当する場合は、本調査の応募対象者として認めないこととします。 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第１項第

２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団若しくは暴力団員等（暴力団

員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。）の統制下にある団体。 

 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第8条第2

項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は当該構成

員を含む団体。 

 その他、本調査に参加することが適当でないと区が認めるもの。 

名称 荒川戸田橋緑地 

所在地 東京都板橋区舟渡二丁目26番地先から 

東京都板橋区新河岸一丁目14番地先まで 

第2期かわまちづくり区域 事業着手 令和８年度（予定） 

３ 対象施設 

４ 応募対象者 
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（１）本サウンディングのスケジュール 

 ※参加申込状況により、日程が前後する場合があります。 

 

（２）想定事業スケジュール 

 
  

項目 日程 

募集開始（実施要領の公表） 令和６年12月23日(月) 

事前説明会の参加申込締切 令和７年１月10日(金) 

事前説明会 （合同現地案内） 令和７年１月16日(木) 

実施要領等に関する質問受付 令和６年12月23日(月)～令和７年１月10日(金) 

実施要領等に関する質問の回答 令和７年１月16日(木) 回答予定 

個別対話の参加申込締切 令和７年１月24日(金) 

個別対話の実施日時の連絡 令和７年１月29日(水) 

個別対話の実施期間 令和７年２月６日(木)～令和７年２月14日(金) 

調査結果の公表 令和７年３月 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

 
 
 
 
 

  
 

５ スケジュール 

事業者 

公募・選定 

事業者 

整備設計 
サウンディング

型市場調査 

基本計画 

原案策定 
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本サウンディングの実施要領（当資料）は、区のホームページに掲載しています。 

【URL】https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/1052744/1055721.html 

 

本サウンディングへの参加を希望する事業者向けに、本事業の概要等を説明することを目的とし

た説明会を以下のとおり実施します。 

 

（１）開催日時及び場所 

① 日時：令和７年１月16日（木）午後２時から午後４時まで（受付開始 : 午後１時30分） 

② 集合場所：板橋区立リサイクルプラザ 

       〒174-0041 東京都板橋区舟渡４-16-６ 

       ※アクセスは以下URLよりご覧ください。 

        https://itapla.com/about/access/ 

 

（２）当日の流れ（予定） 

 ○午後２時～午後２時30分 事前説明会 

 ○午後２時30分～午後４時 荒川戸田橋緑地現地案内（雨天決行） 

  ※現地案内はご希望の場合にご参加ください。現地案内の時間は前後することがありますので、

ご承知おきください。 

 

（３）参加申込み等 

① 対象 

本事業に関心のある参加事業者又は参加事業者のグループを対象とします。参加人数は、基本

的には、一参加事業者あたり３名までとしてください。 

② 申込み 

令和７年１月10日（金）までに、下記の（ア）から（エ）までを明記の上、メールにてお申

込みください。メールの件名は、「サウンディング説明会の参加」としてください。 

（ア）参加事業者名（グループの場合、代表者名） 

（イ）参加者全員の氏名 

（ウ）担当者連絡先（電話•メールアドレス） 

（エ）現地案内の参加の有無 

 

（４）その他 

① 事前説明会への参加は、個別対話への参加条件ではありません。 

② 説明会で得た情報の共有の範囲は、本サウンディングへの参加を検討するために必要な関 

係者の範囲にとどめてください。 

 

６ 実施要領の公表 

７ 事前説明会（合同現地案内） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/1052744/1055721.html
https://itapla.com/about/access/
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実施要領に関する質問は、様式１「質問書」に必要事項を記入し、メールにてご提出ください。

メールの件名は「サウンディング調査実施要領等に関する質問」としてください。 

質問への回答は、メールにより質問者に回答するとともに、問合せの多い質問事項については、

区のホームページに掲載します。掲載した場合、質問者の名称は公表しません。 

【質問受付期間】令和６年12月23日（月）～令和７年１月10日（金） 

 

（１）個別対話の参加申込 

個別対話の参加を希望する場合は、様式２「守秘義務に関する誓約書」及び様式３「個別対話エ

ントリーシート」に必要事項を記載の上、メールにてお申込みください。メールの件名は「サウン

ディング調査個別対話参加申込」としてください。 

【申込期間】令和６年12月23日（月）～令和７年１月2４日（金） 

 

（２）個別対話の実施日程及び集合場所の連絡 

様式３「個別対話エントリーシート」に記入いただいた対話希望日時を踏まえて調整の上、参加

申込みのあった参加事業者の担当者様宛メールにて、令和７年１月29日（水）を目途として、メー

ルにてご連絡します。 

参加希望日で日程の調整がつかない場合は、別途ご調整させていただきます。 

 

（３）提案書の提出 

エントリー後、様式４「提案書」に必要事項を記載の上、メールにてご提出ください。その他、

必要に応じて提案書を補足する資料がありましたら、あわせてご提出ください。メールの件名は

「サウンディング調査提案書の提出」としてください。 

【提出締切】個別対話実施日の２営業日前まで 

 

（１）個別対話の対象者 

本事業に関心のある参加事業者又は参加事業者のグループを対象とします。参加人数は、原則一

参加事業者あたり３名とします。やむを得ず３名を超える場合は、ご連絡ください。 

 

（２）個別対話の項目 

個別対話では、「板橋区かわまちづくり基本構想」及び申込み後に板橋区から提供される資料を

踏まえ、今後板橋区が予定している事業者公募並びにそれを具現化するための手法などについて、

ご意見やご提案をお聞かせください。 

本調査は、提出いただいた様式４「提案書」に概要をご記載いただき、これに沿って、参加事業

者からご意見等をお聴きし、その上で区からの質問等にお答えいただきます。 

10 個別対話の実施 

８  質問受付及び回答 

９ 個別対話の参加申込 
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  【サウンディング型市場調査の項目】 

① 板橋区かわまちづくりの整備やあり方に関すること 

② 施設の管理運営手法やあり方に関すること 

③ 公募条件等に関すること 

④ その他 

 

（３）個別対話の実施 

① 実施日 

令和７年２月６日（木）、７日（金）、10日（月）、12日（水）、14日（金） 

② 実施時間 

午前９時から午後５時までの間で60分程度を予定 

③ 実施方法•場所 

下記のうち、希望する方法にて実施 

ア 対面（板橋区役所本庁舎） 

イ オンライン会議システム（zoom） 

※対面（ア）の方法にご協力いただけたら幸いです。 

④ その他 

ア 区と参加事業者との対話は、当該事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行

います。 

イ 本事業に関連する「事業者公募」が実施される場合に、個別対話への参加実績が優位性

を持つものではありません。 

ウ 区と参加事業者との対話において、ご意見、ご提案をいただいた内容は、計画や事業者

公募等の条件を検討する際の参考といたしますが、必ず条件に反映されるものではない

ことをご承知おきください。 

エ 提出資料の著作権はそれぞれの参加事業者に帰属しますが、提出資料の返却はいたしま

せん。 

オ 本サウンディングの趣旨から外れた内容についての提案があった場合は、当該参加事業

者との対話を実施しない（もしくは中断する）場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

（１）費用負担 

本サウンディングへの参加に要する費用は参加事業者の負担となりますのでご了承願います。 

 

（２）個別対話の場における公民連携事業支援業務受託事業者等の同席 

区と参加事業者との個別対話は、区職員が実施•対応いたしますが、板橋区かわまちづくり基本

計画策定及び公民連携事業支援業務受託事業者等が個別対話の場に同席する場合があります。同席

を望まない場合は、様式３「個別対話エントリーシート」の該当欄にご記入ください。 

 

（３）追加対話への協力 

本サウンディング終了後も必要に応じて追加の対話（文書照会を含む）やアンケートを実施させ

ていただくことがあります。その際にはご協力をお願いします。 

 

（４）実施結果の公表 

① 対話の実施結果については、概要を板橋区ホームページで公表します。 

② 公表にあたっては、参加事業者ノウハウ保護のため、事前に協議します。 

③ 対話の参加事業者の名称及び連絡先は、公表させていただく場合があります。 

公表を望まない場合は、その旨を事前に申し出てください。 

 

（５）その他 
① 本調査への参加実績は、事業実施にあたり改めて実施する事業者公募の際の応募条件及び評価対象 

になるものではありません。 

② 提案いただいた事業を実施する場合でも、改めて事業者公募を行います。本サウンディングの提案

者による事業実施を確約するものではありません。 

 

  

11 留意事項 
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○【様式１】質問書 

○【様式２】守秘義務に関する誓約書 

○【様式３】個別対話エントリーシート 

○【様式４】提案書 

○【別紙１】板橋区かわまちづくり基本構想 「ITTA KAWAMACHI PROJECT」 

 

○ 参考資料① かわまちづくり支援制度とは 

○ 参考資料② 公募設置管理制度（Park-PFI）とは 

○ 参考資料③ 指定管理者制度とは 

○ 参考資料④ 設置管理許可制度とは 

※実施要領内、P９以降 

 

申込や書類の提出、ご質問等は、以下の連絡先までお問合せください。 

 

 

  

12 様式及び参考資料 

14 問合せ先 

板橋区かわまちづくり担当部かわまちづくり計画担当課 

【所在地】〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 

【電 話】03-3579-2529（直通） 

【E-mail】d-kmkeikaku@city.itabashi.tokyo.jp 

【対応時間】年末年始期間（12月29日から1月3日）、土曜日、日曜日、祝日 

を除く午前8時半から午後５時まで 

 

13 参考資料 

mailto:d-kmkeikaku@city.itabashi.tokyo.jp
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参考資料① 【かわまちづくり支援制度とは】 

国土交通省では、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成をめざし、市区町村、民間事業

者及び地元住民と河川管理者の連携の下、実現性の高い水辺の整備・利用に関わる支援の取組とし

て、「かわまちづくり支援制度」を実施しています。 

かわまちづくりとは「河川空間」と「まち空間」が融合した良好な空間形成を目指す取組です。

自治体等が作成する「かわまちづくり計画」を踏まえ、国土交通省では、ハード・ソフトの様々な

支援を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「かわまちづくり」とは 

 

 

  

河川空間 まち空間 

❶地域の活性化 

○地域の交流機会の増加 

○観光客の増加 

❷地域ブランドの向上 

「河川空間」と「まち空間」が 

融合した良好な空間の形成 

かわまちづくり支援制度 

（国土交通省による支援） 
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参考資料② 【公募設置管理制度（Park-PFI）とは】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「都市公園の質の向上に向けたPark-PFI活用ガイドライン」（国土交通省都市局公園緑地・景観

課）より引用 
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参考資料③ 【指定管理者制度とは】 

 

 
 

※「指定管理者制度」について（総務省自治行政局行政経営支援室）より引用 
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参考資料④ 【設置管理許可制度とは】 

 

１． 制度の概要 

設置管理許可制度は、法第5条に基づき、公園管理者が、公園管理者以外の者に公園施設の設

置管理を許可できる制度。施設の設置管理を申請する者は民間事業者に限らず、町内会等多様な

主体が想定されるため、必ずしもPPP/PFIにのみ適用される制度ではない。なお、法第5条第3

項に規定されているとおり、設置許可の期間は10年を超えることができないが、更新は可能

（更新も10年が上限）。 

設置管理許可を受け、都市公園に設置されている施設は、自動販売機や売店、飲食店等の便益

施設の他、教養施設や運動施設等。 

 

２． 一般的な事業スキーム 

設置管理許可の申請に当たっては、民間事業者が、公園管理者に対して、条例に定める事項を

記載した申請書を提出し、許可を得る必要がある。 

許可を得た民間事業者は、条例等で定められた使用料を地方公共団体に支払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置管理許可制度の事業スキームイメージ 
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【用語の定義】 

用語 説明 

公募設置管理制度 

（Park-PFI） 

平成29年の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売店等の公

園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生

ずる収益を活用して、その周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用で

きる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する

「公募設置管理制度」のこと。 

都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法として

「Park-PFI」と呼称。 

公募対象公園施設 都市公園法第５条の２第１項に規定する「公募対象公園施設」のこと。飲

食店、売店等の公園施設であって、法第５条第１項の許可の申請を行う事が

できる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の

公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に

有効であると認められるもの。 

例：カフェ、レストラン、売店、屋内子供遊び場、等 

特定公園施設 都市公園法第５条の２第２項第５号に規定する「特定公園施設」のこと。

公園管理者との契約に基づき、公募対象公園施設の設置又は管理を行うこと

となる者が認定公募設置等計画に従い整備する、園路、広場等の公園施設で

あって、公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便

の一層の向上に寄与すると認められるもの。 

利便増進施設 都市公園法第５条の２第２項第６号に規定する「利便増進施設」のこと。

Park-PFIにより選定された者が占用物件として設置できる自転車駐車場、地

域における催しに関する情報を提供するための看板、広告塔。 

公募設置等指針 Park-PFIの公募にあたり、都市公園法第５条の２の規定に基づき、公園管

理者が各種募集条件等を定めたもの。 

公募設置等計画 都市公園法第５条の３の規定に基づき、Park-PFIに応募する民間事業者等

が公園管理者に提出する計画。 

設置管理許可 都市公園法第５条第１項の規定により、公園管理者以外の者が都市公園に

公園施設を設け、又は管理することについて、公園管理者が与える許可。 

PPP/PFI優先的 

検討規定 

平成27年12月に内閣府より示された「多様なPPP/PFI手法導入を優先的

に検討するための指針」に基づき、各地方公共団体が定める公共施設等の整

備等に関してPPP/PFI手法を優先的に検討するための規定をいう。 

※「都市公園の質の向上に向けたPark-PFI活用ガイドライン」（国土交通省都市局公園緑地・景観

課）より引用 

 

 

 

 


